
工学部学生 

工学院学生  各位 

 

教育職員一種免許状（工業，理科，数学等）取得のために関係科目を履修する学生

で，以下に該当する場合は，通常の履修登録手続き期間と異なる場合があります。 

【①先行履修登録期間に履修登録が必要な場合】 

※先行履修登録期間：４月７日（火）～２０日（金）1７:00 
 

教員免許取得のために 

・学部学生が他学科・他コースの授業科目（工学部専門科目） 

（所属コースの「専門科目実行教育課程表」に記載されていない科目）を履修する場合 

    ※以下の図を参考に、「申請希望理由」を入力してください。 

（参考）エラー表示（赤い背景の科目） 

 

 

  

教員免許取得のための科目履修について 

「申請希望理由」ボタンをクリック。 
※実際は「指定学科・コース外」もしく

は「実行教育課程表外」と表示されます。 

左図の「申請希望理由」ボタンを押すと、以下の画面

が表示されます。この画面から申請理由を登録してく

ださい。（例）教員免許取得の為。など 



   ・大学院生が工学部専門科目の授業科目を履修する場合 

   ※工学系事務部教務課学部担当窓口までお越しください。 

 

 【②通常の履修登録期間に履修登録が必要な場合】 

※通常の履修登録期間：５月２０日(水）～２６日（火）1８:００ 

１．学部学生が他学部の授業科目 

（所属コースの「専門科目実行教育課程表」に記載されていない科目）を履修する場合 

２．大学院生が学部（工学部以外）の授業科目を履修する場合 

  ※１．２．どちらの場合も、「他学部履修申請書」の提出が必要です。 
 

    ただし，「教職関係」の掲示板に掲示されている教職課程の科目を履修する場合は，申請書の

提出は不要です。 

 

 

【手続き方法】 

１）上記のとおり、各履修登録期間に WEB 上で履修登録を行う。（①の場合

は申請希望理由も入力する） 

２）①、②どちらの場合も、通常の履修登録期間に工学部教務課１番窓口で   

申請書を受領する。 

３）必要事項を記入し，該当欄に授業担当教員の許可印を受ける。 

   ※シラバス上、「他学部履修可」となっている科目は不要。 

３）５月２６日（火）１８：００までに工学部教務課①番窓口へ提出。 

※申請書の提出がない場合には，単位認定はできません。 

また，授業担当教員の許可印がない場合は申請書を受け付けません。 
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工学部教務課学部担当 


